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「ゆうゆう住宅」設計施工基準の見直し
基礎の立ち上がりの高さ （適用日：2016年５月９日～）

基礎の立ち上がり
原則、400mm以上

基礎の立ち上がり
建築規制等による耐久性向上させた場合、
300mm以上400mm未満

＜基礎＞
基礎の立ち上がり部分の高さは、地上部分で400ミリメートル以上とする。
ただし、建築基準法における高度斜線制限北側斜線制限、及びその他の事由により建物高さに制限がある場合に限り、
次の各号の土台廻りの耐久性向上に係る措置を施すことにより、基礎の立ち上がり部分の高さを、地上部分で300ミリ
メートル以上とすることができる。

１） べた基礎 とする。
２） 基礎外周部を砕石敷き、土間打ち、芝敷き、排水溝等、土台周りの耐久性の向上に係るいずれかの措置を施すも

のとする。

【 「基礎の立ち上がりの高さが300mm以上400mm未満」の設計・施工方法は下記の通りです】

上記の＜基礎＞と＜床下防湿措置＞の諸条件を満たす場合は「包括３条確認」の手続きへ進んで下さい。

ゆうゆう住宅における「包括３条確認」の手続き（申込者用・組合用・団体検査員用）は次ページ以降をご覧下さい。

「包括３条確認」とは…「ゆうゆう住宅」の設計施工基準によるものと同等以上の性能を有すること等を確認したことを
表します。申込者が個別に3条確認を申請する必要はありません（個別3条確認は不要）」



「ゆうゆう住宅」設計施工基準の見直し
基礎の立ち上がりの高さ （適用日：2016年５月９日～）

【申込者用】 「包括３条確認」の手続きの流れ

「包括3条確認」の手続き完了「包括3条確認」の手続き完了
組合で「包括3条確認」として、「設計施工基準第3条に係る確認について」を発行。

組合に申込書類を提出組合に申込書類を提出
【重要】「ゆうゆう住宅 申込内容の確認書」及び「ゆうゆう住宅設計内容確認シート」の添付を確認。

矩計図等に当該工法を用いることを明記矩計図等に当該工法を用いることを明記
記入例：「べた基礎とし基礎外周部を砕石敷きとする」等。
記入箇所：基礎の立ち上がりの高さを図面に明記。
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【団体検査員用】 「包括３条確認」の手続きの流れ

書類審査（設計施工基準の適合の合否判定）書類審査（設計施工基準の適合の合否判定）

設計施工基準の適合の合否判定結果を組合担当者へ伝える。

「申込内容の確認書」「設計内容確認シート」の☑を確認「申込内容の確認書」「設計内容確認シート」の☑を確認
【重要】」該当書類のうち、次の項目の☑を確認。☑漏れは申込者に事情を確認。

確認書の場合：「基礎の構造」の※1について。 / 確認シートの場合：「べた基礎」

矩計図等に当該工法を用いることを明記した設計図書等を（組合から）受け取る矩計図等に当該工法を用いることを明記した設計図書等を（組合から）受け取る
記入例：「べた基礎とし基礎外周部を砕石敷きとする」等。
記入箇所：基礎の立ち上がりの高さを図面に明記。

「基礎の立ち上がりの高さ」の確認方法…図面及び確認書・確認シートでの確認を行う。施工状況や竣工後の確
認は不要。

【「基礎の立ち上がりの高さ」の確認方法のポイント】
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【組合用】 「包括３条確認」の手続きの流れ①

事務機関へ申込書類を提出事務機関へ申込書類を提出
事務機関へ提出に必要な申込書類一式に、「設計施工基準第3条に係る確認について」を加えて提出。

「包括3条確認」の手続きへ「包括3条確認」の手続きへ
組合で「包括3条確認」として、「設計施工基準第3条に係る確認について」を発行する。

「申込内容の確認書」「設計内容確認シート」の☑を確認「申込内容の確認書」「設計内容確認シート」の☑を確認
【重要】」該当書類のうち、次の項目の☑を確認。☑漏れは申込者に事情を確認。

確認書の場合：「基礎の構造」の※1について。 / 確認シートの場合：「べた基礎」

矩計図等に当該工法を用いることを明記した設計図書等を受け取る矩計図等に当該工法を用いることを明記した設計図書等を受け取る
記入例：「べた基礎とし基礎外周部を砕石敷きとする」等。
記入箇所：基礎の立ち上がりの高さを図面に明記。
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【組合用】 「包括３条確認」の手続きの流れ②

【重要】

組合で「設計施工基準第３条に係る確
認について」を印刷し、受け付けする事
務機関へ申込書類一式と共に提出する。

未提出の場合、申込者は住宅保証機
構の現場検査員から書類の提出を求め
られる等、確認作業が必要になる。

上）包括３条確認で必要になる書類「設計施工基準第３条に係
る確認について」を組合で印刷して、受付事務機関に提出。


